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令和３年度第３回農業委員会総会議事録 

１．開催日時 令和３年６月７日（月）１３時３０分～１５時００分 

２．開催場所 市役所２階 ２０２会議室 

３．議  案 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の承認について  ５件 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請の承認について  ３件 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更の承認について  

１件 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請の承認について  ６件 

議案第５号 農業経営改善計画について 

議案第６号 農用地利用集積計画について 

議案第７号 農業委員会の適正な事務実施について 

議案第８号 農地利用最適化推進委員の辞任について 

 

４．報  告 報告第１号 農地法第３条の３の規定による届出について     １件 

報告第２号 地目変更登記申請に係る登記官からの照会報告について 

                                      １件 

 

５．出席委員 １５名 

        会長：１２番池田繁雄、１番大木宏之、２番秋山美徳、３番岩柳美智夫、 

４番細谷修、５番斉藤ひろ子、６番川野英一、７番農宮弘子、８番板 

倉善紀 ９番篠崎輝武、１０番戸田敏一、１１番吉井亨、１３番市原勉、

１４番平山光子、１５番日暮俊雄 

 

６．欠席委員 ０名        

        

７．事 務 局 羽生田事務局長、内山主査 

 

８．議 事 録  

 

議 長  委員１５名中、１５名出席しておりますので、総会は成立しております。 

     定足数に達しておりますので、これより令和３年度第３回農業委員会定例総会

を開会いたします。 

それでは議事に入ります。初めに、議事録署名人の指名でありますが、本日は、

１３番市原委員と１４番平山委員を指名します。両委員、宜しくお願いいたしま

す。また、本日の会議書記には事務局の内山主査を指名します。 

なお、発言につきましては、議長の指名後にお願いいたします。審議の過程を
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詳細に議事録に記録しなければなりませんので、議事の進行にご協力をお願いい

たします。また、個人情報保護の観点から申請者の氏名、住所など個人が特定さ

れる発言はご遠慮願います。 

     それでは審議に入る前に事務局より本日の議案の説明をお願いします。 

 

事務局  はい。それでは、本日の議案についてご説明申し上げます。議案書の１ページ

をお願いいたします。本日の議案は、８議案でございます。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請の承認５件、議案第２号、農

地法第４条の規定による許可申請の承認３件、議案第３号、農地法第５条の規定

による許可後の計画変更の承認１件、議案第４号、農地法第５条の規定による許

可申請の承認６件、議案第５号、農業経営改善計画、議案第６号農用地利用集積

計画、議案第７号、農業委員会の適正な事務実施、議案第８号農地利用最適化推

進委員の辞任についてです。 

なお、農地法に係る議案の現地調査につきましては、令和３年５月２８日、午

前９時より、１班の大木委員、秋山委員、細谷委員、斉藤委員、篠崎委員にご出

席いただき、実施いたしました。 

以上、ご報告申し上げます。 

 

議 長  ありがとうございました。それでは、議案第１号、農地法第３条の規定による

許可申請の承認について審議に入ります。申請番号１につきまして、斉藤委員よ

り意見発表をお願いいたします。 

 

５番   はい。番号１について説明いたします。本件は農地法第３条の規定による所有

権移転の申請です。申請地は松之郷字北椎木の畑、２筆、１５７３㎡の農地です。

申請理由は譲渡人は相続しましたが耕作できないため、譲受人は農業経営拡大の

ためです。営農計画においては、野菜類の作付けを予定しているということです。

５月２８日に現地を確認いたしましたが、特に問題となるような状況は見られま

せんでした。申請書類も確認しましたが、譲受人は３条許可基準を満たしており、

必要な書類も全て整っていることから、許可相当と判断いたしました。以上です。 

 

議 長  ありがとうございます。次に申請番号２について、大木委員より意見発表をお

願いします。 

 

１番     番号２について、説明します。本件は農地法第３条の規定による所有権移転の

申請です。申請地は堀上字上大割の畑、１筆、１１４４㎡の農地です。申請理由

は譲渡人は農業経営縮小のため、譲受人は農業経営拡大のためです。営農計画に
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おいて植木の作付けを予定しています。５月２８日に現地を確認しましたが、特

任問題になるような状況は見られませんでした。申請書類を確認したところ、譲

受人は３条許可基準を満たしており、必要な書類も全て整っていることから、許

可相当と判断します。以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。次に申請番号３について、斉藤委員より意見発表を

お願いいたします。 

 

５番   はい。番号３について、説明いたします。本件は、農地法第３条の規定による

所有権移転の申請です。申請地は滝沢字稲荷谷の畑、１筆、８３１㎡の農地です。

申請理由は、譲渡人は高齢化により農業経営を縮小したいため、譲受人は農業経

営拡大のためです。営農計画においては、サツマイモ、ジャガイモ等の作付けを

予定しています。５月２８日に現地を確認しましたが、特に問題となるような状

況は見られませんでした。申請書類も確認しましたが、譲受人は３条許可基準を

満たしており、必要な書類も全て整っており、許可相当と判断いたします。以上

です。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。次に申請番号４及び５について、篠崎委員より

意見発表をお願いいたします。 

 

９番   はい。番号４について、ご説明いたします。本件は、農地法第３条の規定によ

る所有権移転の申請です。申請地は田中字柚ノ木の田、１筆、１２６９㎡の農地

です。申請理由は、譲渡人は後継者も無く、公務員の職業をしているため、譲受

人は農業経営拡大のためです。５月２８日に現地を確認しましたが、特に問題に

なるような事はありません。営農計画書も添付されており、従事日数、従事面積

など、３条許可基準を満たしており、許可相当と判断します。 

続きまして、番号５について、説明いたします。本件は、農地法第３条の規定

による所有権移転の申請です。申請地は田中字曲田の田、３筆、３０３３㎡、田

中字柚ノ木の田、４筆、４５３７㎡、合計７５７０㎡の農地です。譲渡人は先ほ

どの申請番号４と同じです。申請理由は、譲渡人は後継者も無く、公務員の職業

をしているため、譲受人は農業経営拡大のためです。５月２８日に現地を確認し

ましたが、特に問題になるような事はありません。営農計画書も添付されており、

従事日数、従事面積など、３条許可基準を満たしており、許可相当と判断します。

以上です。 

 

議 長  担当委員の意見発表が終わりましたので、事務局の補足説明を求めます。 
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事務局   はい、それではご説明申し上げます。議案書の４ページをお願いいたします。 

申請番号１は、贈与に伴う所有権移転の申請です。場所は、県道東金源線を源

方面に向かい、十文字川の手前を右折、道庭方面に向かって約３５０メートル行

った右手に位置しています。譲渡人は、相続により申請地を取得しましたが、耕

作することができないため、申請地の近くに住む譲受人に譲渡することになり、

本申請に至ったものです。３条許可基準への適合ですが、経営面積、従事日数、

機械の保有状況等については問題ないと思われます。 

申請番号２は、売買に伴う所有権移転の申請です。場所は、県道東金豊海線を

九十九里方面に向かい、東金アリーナに向かう市道との交差点を左折後、１００

メートルほど行った右手に位置しています。３条許可基準への適合ですが、経営

面積、従事日数、機械の保有状況等については問題ないと思われます。 

申請番号３は、売買に伴う所有権移転の申請です。場所は、国道４０９号から  

滝沢の集落に向かって農免道路を進み、圏央道をくぐって、約７００メートル行

った左手に位置しています。３条許可基準への適合ですが、経営面積、従事日数、

機械の保有状況等については問題ないと思われます。 

申請番号４及び５は、売買に伴う所有権移転の申請です。場所は、大和公民館

の北西、約３００メートルの範囲内に申請番号４、及び申請番号５の４筆が位置

しています。また、田中地区公民館の北、約１５０メートルのところに申請番号

５の残りの３筆が位置しています。譲渡人は、市外に居住し、後継者もいないこ

とから、本申請に至ったものです。３条許可基準への適合ですが、経営面積、従

事日数、機械の保有状況等については問題ないと思われます。 

説明は以上です。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。事務局の補足説明が終わりました。ご質問やご意見等

ございますでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議 長  異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと思います。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請の承認について、原案どおり

賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。賛成全員により原案どおり可決されました。 
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次に、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請の承認について審議に

入ります。 

申請番号１につきまして、秋山委員より意見発表をお願いいたします。 

 

２番   番号１についてご説明いたします。本件は農地法第４条の規定による一時転用

の申請であります。申請地は西中字寺ノ下、１筆で、現状は畑、３３０㎡のうち

０．１７㎡です。転用計画は、営農型太陽光発電施設用地で、太陽光パネルは９

８枚、２５．４８ｋｗです。高所にしたソーラーパネル下にはクロガネモチ栽培

を行います。またクロガネモチはパネル１枚に対して１鉢が入りますので、全部

で９８鉢になります。周辺農地への被害防除対策は、太陽光設備でありますので、

隣地への日照、通風等、営農に対する影響は無いと思います。申請に必要な書類

も全て揃っておりますので、許可相当と判断いたします。以上です。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。次に、申請番号２につきまして、斉藤委員より

意見発表をお願いいたします。 

 

５番   はい。番号２について説明いたします。本件は農地法第４条の規定による、自

己所有農地の一時転用の申請です。申請地は松之郷字岡谷の畑、２筆で０．９８

㎡の農地です。転用の目的は営農型太陽光発電施設ですが、新規では無く、更新

となります。５月２８日に現地を確認しましたが、特に問題となるような状況は

無く、隣接農地所有者にも説明をしており、申請に必要な書類も全て整っている

ことから、許可相当と判断いたします。以上です。 

 

議 長  ありがとうございます。次に、申請番号３につきまして、秋山委員より意見発

表をお願いいたします。 

 

２番   番号３についてご説明いたします。本件は農地法第４条の規定による転用の申

請であります。申請地は西福俵字二丁目、１筆の、地目及び現状は畑で、今回の

面積は２１８２㎡のうちのうち６７９．０７㎡です。また転用計画においては、

長屋住宅 1棟、８戸建ての建設で、建設面積は２３６．３㎡です。高齢により農

地の維持が難しく、相続税対策を兼ねて、事業を計画しております。構造計画は

現状地を活かし、土地整地程度としています。用水、雨水排水、汚水排水計画に

おいては、用水への市営水道菅へ引き込み、排水は排水浸透枡を設け、市道側溝

へ放流いたします。汚水及び雑排水は、前面道路の下水道本管へ放水します。ま

たこの申請地は、南福俵地域区画整理地内の土地であります。申請に必要な書類

も全て揃っておりますので、許可相当と判断いたします。以上です。 
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議 長  ありがとうございます。担当委員の意見発表が終わりましたので、事務局の補

足説明を求めます。 

 

事務局  議案書の６ページをお願いいたします。 

申請番号１は、営農型太陽光発電施設の設置を目的とする一時転用許可の更新

申請です。場所は、西中公民館の北西、約４００メートルに位置しています。申

請地は、平成２８年３月に当初許可を受け、パネル下においてクロガネモチの栽

培を行っているものです。撤去に伴う所要資金につきましては、全額自己資金に

より賄う計画であり、残高証明書が添付されております。 

申請番号２は、営農型太陽光発電施設の設置を目的とする一時転用許可の更新

申請です。場所は、県道東金源線を源方面に向かい、松之郷の八坂神社から約６

５０メートル行った左手奥に位置しています。申請地は、平成２９年３月に当初

許可を受け、パネル下においてタマリュウ及び植木の栽培を行っているものです。

撤去に伴う所要資金につきましては、全額自己資金により賄う計画であり、残高

証明書が添付されております。 

申請番号３は、長屋住宅の建築を目的とする転用の申請です。場所は、西福俵

の区画整理地内で、大和幼稚園の南、約１００メートルに位置しています。立地

基準につきましては、申請地は土地区画整理事業の施行済区域内にありますので、

第３種農地に該当すると判断され、許可となりうる農地です。所要資金につきま

しては、全額、金融機関からの借入金により賄う計画であり、融資証明書が添付

されております。 

説明は以上です。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

  

議 長  ありがとうございます。事務局の補足説明が終わりました。ご質問やご意見等

ございますでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議 長  異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと思います。 

議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請の承認について、原案どおり 

賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議 長  はい、ありがとうございます。賛成全員により原案どおり可決されました。 
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次に、議案第３号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更の承認について、

審議に入ります。申請番号１につきまして、秋山委員より意見発表をお願いいたし

ます。 

 

２番   はい。番号１につきましてご説明します。本件は農地法第５条の規定による許

可後の計画変更の承認申請です。申請地は西福俵字一丁目の畑、２筆で、面積合

計４２４㎡の農地です。譲渡人は令和２年１月に専用住宅地として許可を受けま

したが、その後コロナ等による影響により、資金調達の目途が立たなくなったこ

とから事業を諦め、譲受人に売却することになり、今回の申請に至ったものでご

ざいます。変更後の転用の目的は、住宅分譲用地２区画です。西福俵土地区画整

理地内であり、造成工事はありません。また排水については、雨水は直接側溝に

放出し、汚水は公共下水道に接続する計画です。申請に必要な書類も全て整って

おり、問題無いものと判断いたします。以上です。 

 

議 長  ありがとうございます。担当委員の意見発表が終わりましたので、事務局の補

足説明を求めます。 

 

事務局  はい。議案書の７ページをお願いいたします。申請番号１は農地法第５条の規

定による許可後の計画変更の承認申請です。計画変更における審査においては、

変更後の転用事業が確実に実施され、許可相当と認められることが条件となって

おりますので、併せてご審議のほどよろしくお願いいたします。 

     場所は西福俵の区画整理地内で、大和公民館の南、約５０ｍに位置しています。 

     譲渡人は、令和２年１月に専用住宅用地として、５条の転用許可を受けました

が、コロナ禍の影響もあり、資金調達の目途が立たなくなったため、譲受人に売

却しようとするものです。変更後の転用の目的は、宅地分譲用地１区画です。立

地基準につきましては、申請地は土地区画整理事業の施行区域内の農地であるこ

とから、第３種農地と判断され、許可となりうる農地です。 

     所要資金につきましては、全額自己資金により賄う計画であり、残高証明書が

添付されております。 

説明は以上です。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

  

議 長  ありがとうございます。事務局の補足説明が終わりました。ご質問やご意見等

ございますでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 
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議 長  はい、ありがとうございます。異議なしとの声がありましたので、採決に移り

たいと思います。 

議案第３号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更の承認について、原

案どおり賛成の方は挙手願います。 

 

     （挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。賛成全員により原案どおり可決されました。 

     次に、議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請の承認についての審議

に入ります。 

     申請番号１につきまして、篠崎委員より意見発表をお願いいたします。 

 

９番   はい。番号１についてご説明いたします。本件は農地法第５条の規定による所

有権移転を伴う転用の申請です。申請地は山田字新田の畑、２筆、合計９９１㎡

の農地です。転用の目的は、資機材置場用地の確保です。転用に必要な書類は揃

っており、周辺農地への被害防除対策も施される事から、許可相当と判断します。

以上です。 

 

議 長  ありがとうございます。次に申請番号２につきまして、細谷委員より意見発表

をお願いいたします。 

 

４番   はい。番号２について説明いたします。本件は農地法第５条の規定による、所

有権移転を伴う転用の申請です。申請地は家徳字中横宿、田、現況雑種地、８９

㎡、もう一筆が１０５㎡、合計１９４㎡の農地です。転用の目的は専用住宅１棟、

１２５．５７㎡です。譲受人は所有者の孫であり、資金計画、その他申請に必要

な書類も全て整っており、問題無いものと判断いたします。以上です。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。次に申請番号３及び４につきまして、大木委員

より意見発表をお願いいたします。 

 

１番   はい。番号３について説明します。本件は農地法第５条の規定による、所有権

移転を伴う転用の申請です。申請地は田間区画整理地内で、所在は田間字二丁目、

地目は畑、１筆、面積３７１㎡の農地です。転用の目的は、宅地分譲用地１区画

です。転用に伴う造成工事はありません。また排水については、雨水は既設側溝

に放流、汚水は公共下水道に接続する計画です。申請に必要な書類も全て整って

おり、許可相当と判断します。 
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続いて、番号４について説明します。本件は農地法第５条の規定による、所有権

移転を伴う転用の申請です。申請地は田間字村上の田、２筆、合計１６６２㎡の農

地です。転用の目的は、駐車場用地です。転用に伴い、砕石による埋立を行う計画

です。隣接農地はありませんが、土盤を固めて、流出を防止する計画です。また排

水については、雨水は敷地内自然浸透とする計画です。申請に必要な書類も全て整

っており、許可相当と判断します。以上です。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。次に申請番号５及び６につきまして、細谷委員 

    より意見発表をお願いいたします。 

 

４番   はい。番号５について説明いたします。本件は農地法第５条の規定による、使

用貸借権設定の申請です。申請地は中野字中道、畑、１筆、４７２㎡の農地です。

転用の目的は専用住宅１棟、１３２．４２㎡です。譲受人は所有者とは親子関係

であり、資金計画、区の同意、その他申請に必要な書類も全て整っており、許可

相当と判断いたします。 

続きまして、番号６について説明いたします。本件は農地法第５条の規定によ

る、所有権移転を伴う転用の申請です。申請地は前之内字上ノ出口、畑、１筆、

１９５８㎡、宅地３１９．６７㎡、合計２２７７．６７㎡です。転用の目的は太

陽光発電設備用地の計画です。土地選定理由は平坦地で、一定の面積があり、設

備用地に適しており、また、雨水は地下浸透、汚水や雑排水は発生しません。建

設中は交通の妨げにならないよう注意し、必要な書類も全て整っており、許可相

当と判断いたします。なお、区からの要望として、看板を設置して、連絡先の確

認をしたいということでありましたので、申し添えます。以上です。 

 

議 長  ありがとうございます。担当委員の意見発表が終わりましたので、事務局の補

足説明を求めます。 

 

事務局  はい、議案書の８ページをお願いいたします。 

申請番号１は、所有権移転を伴う転用の申請です。 

場所は、千葉東金道路の山田インターチェンジから県道山田台大網白里線を大

網方面に約３５０メートル行った右手奥に位置しています。転用の目的は、資機

材置場用地です。立地基準につきましては、申請地は、農業公共投資の対象とな

っていない小集団の生産性の低い農地であることから、第２種農地に該当すると

判断され、許可となりうる農地でございます。所要資金につきましては、全額自

己資金により賄う計画であり、残高証明書が添付されております。 

申請番号２は、親族間の贈与による所有権移転を伴う転用の申請です。場所は、
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県道東金片貝線の家徳横丁交差点から豊成方面に約４５０メートル行った右手奥

に位置しています。転用の目的は、専用住宅用地です。申請地は、農業公共投資

の対象となっていない小集団の生産性の低い農地であることから、第２種農地に

該当すると判断され、許可となりうる農地です。所要資金につきましては、全額

自己資金により賄う計画であり、残高証明書が添付されております。 

申請番号３は、所有権移転を伴う転用の申請です。場所は、田間の旧両総用水

管理事務所の東、約５０メートルに位置しています。転用の目的は、宅地分譲用

地２区画です。立地基準につきましては、申請地は土地区画整理事業の施行済区

域内にありますので、第３種農地に該当すると判断され、許可となりうる農地で

す。所要資金につきましては、全額自己資金により賄う計画であり、残高証明書

が添付されております。 

申請番号４は、所有権移転を伴う転用の申請です。場所は、みのりの郷の東側

に隣接しています。転用の目的は、駐車場用地です。立地基準につきましては、

申請地は、市街地化が見込まれる区域内にある農地であることから、第２種農地

に該当すると判断され、許可となりうる農地です。所要資金につきましては、全

額自己資金により賄う計画であり、残高証明書が添付されております。 

議案書の９ページをお願いします。 

申請番号５は、親族間の使用貸借権の設定を伴う転用の申請です。場所は、豊

成郵便局の南、約５５０メートルに位置しています。転用の目的は、専用住宅用

地です。立地基準につきましては、申請地は、おおむね１０ヘクタール以上の集

団的に存在する農地に含まれ、かつ土地改良事業施行区域内の農地であることか

ら、第１種農地に該当すると判断されますが、集落に接続して設置される住宅に

供されると認められることから、第１種農地の例外許可事由に該当すると判断さ

れ、許可となりうる農地です。所要資金につきましては、全額金融機関からの借

入金により賄う計画であり、融資証明書が添付されております。 

申請番号６は、転用を伴う所有権移転の申請です。場所は、第３保育所の南側

に隣接しています。転用の目的は、太陽光発電施設用地です。立地基準につきま

しては、申請地は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農

地であることから、第２種農地に該当すると判断され、許可となりうる農地です。

所要資金につきましては、全額自己資金により賄う計画であり、残高証明書が添

付されております。 

説明は以上です。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。事務局の補足説明が終わりました。ご質問やご意見等

ございますでしょうか。 
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（「異議なし」との声あり） 

 

議 長  異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと思います。 

議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請の承認について、原案どおり 

賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。賛成全員により原案どおり可決されました。 

次に、議案第５号、農業経営改善計画について審議に入ります。農政課より説

明をお願いいたします。 

 

農政課  それでは、議案第５号につきまして、ご説明させていただきます。農業経営基

盤強化促進法第１２条第４項の規定により意見を求めた案件は、認定更新１件で

ございます。１ページをご覧ください。こちらは認定更新の広瀬の方です。営農

類型は酪農です。主な経営改善につきましては、自給飼料を基本とした餌の見直

し、能力の高い乳牛の導入による品質向上、規模拡大を図り、経営の安定を目指

すものになっております。３ページをご覧ください。機械につきまして、ボンネ

ットダンプワゴンを１台、ラッピングマシーン１台、ベールグリッパー１台を取

得する計画となっております。以上、認定更新１件の申請内容をご説明させてい

ただきましたが、これらの計画内容は、農業経営基盤強化促進法第１２条第４項

の各要件に該当しておりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議 長  はい。ありがとうございました。以上のとおり農政課から説明がありました。

ご意見等ございますでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議 長  異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと思います。 

議案第５号、農業経営改善計画について原案どおり賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。賛成全員により原案どおり可決されました。 

次に、議案第６号、農地利用集積計画について審議に入りますが、農業委員会

等に関する法律３１条の規定による議事参考の制限に関する案件がございます
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ので、板倉委員、日暮委員は退出をお願いします。一時休憩します。 

 

     （板倉委員、日暮委員退出） 

 

議 長  再開します。それでは、農政課より説明お願いします。 

 

農政課  議案第６号、農用地利用集積計画についてご説明申し上げます。別冊の令和３

年第６次農用地利用集積計画書案をご覧ください。農業経営基盤強化促進法第１

８条第１項の規定による、令和３年第６次農用地利用集積計画についてお諮りい

たします。利用権の内訳といたしまして、利用権設定が１４件、所有権移転が３

件となります。契約年数ごとの件数と面積については、利用権の設定が１４件、

面積合計が４３５８２㎡、内訳として１０年が１４件、面積合計が４３５８２㎡

となっております。所有権の移転については、合計で３件、面積合計が７８４３

㎡となっております。1 ページ目が１０年の中間管理機構を介しての利用権設定

管理台帳で、３ページから１３ページが、農地の貸し手、受け手より提出のあっ

た農用地利用集積計画各筆明細書となります。１番は、新規で幸田の認定農業者

に貸し付けとなっております。２番は新規、３番は更新で、同じ下武射田の認定

農業者に貸付となっております。４番は新規、５番は更新で、同じ上谷の認定農

業者に貸付となっております。１５ページ、１６ページが１０年の利用権設定管

理台帳となっております。１７ページから２５ページが、農地の出し手、受け手

より提出のありました農用地利用集積各筆明細書です。６番、７番、８番、９番

が新規、１０番は更新で、同じ山武市の農業者に貸付となっております。１１番、

１２番、１４番は新規、１３番は更新で、同じ田中の認定農業者に貸付となって

おります。利用権の設定を受ける者の農業経営の状況は、２６ページから２８ペ

ージに記載しております。こちらは農家台帳の情報を元に作成しております。続

きまして売買についてですが、２９ページの通りです。３１ページから３３ペー

ジが、提出された農用地利用集積計画各筆明細書、３４ページから３５ページが

所有権移転を受けた者の農業経営の状況です。１番、２番、３番は、共に耕作者

の規模拡大のために売買することとなりました。１番の買い手については西中の

農業者です。２番の買い手については殿廻の農業者です。３番の買い手について

は北之幸谷の認定農業者となっております。以上の計画の内容は、経営面積、従

事日数、経営意欲、青壮年の後継者等、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件に該当するものと判断いたしました。利用集積計画の案件は以上となり

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議 長  はい、ありがとうございます。以上の通り、農政課から説明がありました。ご
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意見等ございますでしょうか。 

 

    （「異議なし」との声あり） 

 

議 長  異議なしとの声がありましたので、採決いたします。 議案第６号、農用地利用

集積計画について、原案どおり賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。賛成全員により原案どおり可決されました。一時休憩

します。 

 

（板倉委員、日暮委員入室） 

 

議 長  再開します。次に、議案第７号、農業委員会の適正な事務実施について審議に

入ります。事務局の説明を求めます。 

 

事務局  はい。議案書は１２ページ、資料は別冊の令和２年度の目標及び達成に向けた

活動の点検・評価案と、令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画案にな

ります。 

本議案につきましては、農業委員会等に関する法律により、農業委員会は農地

等の利用の最適化の推進活動、その他農業委員会における事務の実施状況につい

ては、インターネットの利用等により、毎年度６月３０日までに公表しなければ

ならないと規定されておりますことから、本日お諮りするものでございます。 

はじめに、令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）に

ついてご説明申し上げます。 

１ページをご覧ください。農業委員会の状況でございます。令和３年３月末の

状況を記載しております。１の農業の概要につきましては、国の統計調査等によ

る数字を記載したもので、２の農業委員会の現在の体制は委員数を記載しており

ます。 

２ページをお願いいたします。担い手への農地の利用集積・集約化でございま

す。令和２年度末の集積面積は８４６ヘクタールで、元年度末が７６９ヘクター

ルでしたので、１年間で７７ヘクタールの増加となりました。しかしながら目標

は９６５ヘクタールとしておりましたので、達成状況は８７．６７パーセントと

なっております。活動の実績評価につきましては記載のとおりでございます。 

３ページをお願いいたします。新たに農業経営を営もうとする者の参入状況で
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すが、令和２年度における参入実績はございませんでした。活動の実績・評価に

つきましては、記載のとおりでございます。 

４ページをお願いいたします。遊休農地に関する措置に関する評価でございま

す。令和２年度の解消目標は１ヘクタールでした。耕作が再開された農地の面積

は、２．３ヘクタールありましたが、新規の発生が２．６ヘクタールあったこと

から、差し引き０．３ヘクタールの増加となりました。活動の実績につきまして

は、１０月から１１月に実施した利用状況調査の結果に基づき、２３筆、約２ヘ

クタールについて利用意向調査を実施しました。目標に対する評価、活動に対す

る評価につきましては記載のとおりです。 

５ページをお願いいたします。違反転用への適切な対応ですが、違反転用面積

は０．８ヘクタールで増減はありません。活動に対する評価につきましては記載

のとおりです。 

６ページをお願いします。農地法等によりその権限に属された事務に関する点

検でございます。１の農地法第３条に基づく許可事務の実施状況ですが、申請書

類の確認、現地調査、必要に応じて聞き取り調査を実施し、関係法令・許可基準

に基づき議案ごとに審査を行いました。令和２年度は５９件処理し全て許可しま

した。 

次に、２の農地転用に関する事務の実施状況ですが、書類審査及び現地調査を

実施し、許可基準に基づき立地や転用事業の確実性、周辺営農への影響等につい

て審査しました。令和２年度は４９件を処理しました。 

７ページをお願いいたします。３の農地所有適格法人からの報告への対応です

が、管内の農地所有適格法人で、報告書の提出が必要な４法人のうち、３法人か

ら報告書の提出がありました。未提出の法人につきましては、督促をいたしてお

ります。４の情報の提供等については記載のとおりでございます。 

８ページをお願いいたします。地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内

容ですが、農地利用最適化等に関する事務及び農地法等によりその権限に属され

た事務について、要望・意見は特にございませんでした。事務の実施状況の公表

等については、記載のとおりでございます。 

以上が、令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価案となりま

す。 

続きまして、令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について

ご説明申し上げます。 

１ページをお願いします。農業委員会の状況につきましては、先程の令和２年

度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）と同じ内容になります。 

 ２ページをお願いいたします。上段の担い手への農地の利用集積・集約化につ

きましては、中心となる担い手を確保・育成するための施策や、補助金等の充実
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を課題といたしました。目標の案といたしましては、昨年１０月の総会にて決定

した東金市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針で令和５年７月

の集積目標を３３％と設定しておりますことから、逆算して９６６ヘクタールと

いたしております。活動計画につきましては、専門調査班での検討結果を元に記

載をいたしました。 

下段の新たな農業経営を営もうとする者の参入促進につきましては、新規就農

希望者に対する支援策の充実、情報収集の拡大を課題といたしております。参入

目標数は、「最適化の推進に関する指針」に基づき５経営体、参入目標面積を１．

５ヘクタールとしています。活動計画につきましては、専門調査班での検討結果

を元に、記載のとおりをいたしております。 

３ページをお願いいたします。上段、遊休農地に関する措置につきましては、

担い手不足が深刻化し、担い手の育成・確保や、新規参入の促進が急務であると

いたしております。遊休農地の解消面積の目標は、「最適化の推進に関する指針」

に基づき１ヘクタールと設定をいたしました。活動計画につきましては、専門調

査班での検討結果を元に、１０月に利用状況調査、１２月に利用意向調査を行う

計画といたしております。また、農地情報収集のため、６月から７月にかけて、

県単位でのパトロールを計画しております。 

最後に違反転用への適切な対応についてでございますが、日常的なパトロール

等により早期発見に努め、違反転用事案には、関係機関と連携・協力をし、速や

かに是正指導を行うことといたしております。 

以上で議案第７号、農業委員会の適正な事務実施についての説明を終了します。

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。ご質問やご意見等ご

ざいますでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議 長  異議なしとの声がありましたので、採決を行います。議案第７号、農業委員会

の適正な事務実施について、原案どおり賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。賛成全員により原案どおり可決されました。 

     次に議案第８号、農地利用最適化推進員の辞任について、審議に入ります。事務

局の説明をお願いいたします。 



16 

 

 

事務局  はい。議案書の１３ページをお願いいたします。 

     本案は正気地区の広瀬、関下等の地域を担当する農地利用最適化推進委員とし

て委嘱いたしました子安和義氏につきまして、一身上の都合による辞任の申し出

がございましたことから、農業委員会等に関する法律第２３条の規定により、農

業委員会に同意を求めるものでございます。なお、本案に同意いただきました場

合の今後の予定でございますが、後任委員の募集を明日から４月１日まで行いま

して、候補者が決まりましたら、７月の総会において選考し、８月の総会におい

て委嘱する次第と考えております。説明は以上でございます。 

 

議 長  ありがとうございます。事務局の補足説明が終わりました。ご質問やご意見等

ございますでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議 長  異議なしとの声がありましたので、採決に移りたいと思います。 

議案第８号、農地利用最適化推進委員の辞任について、同意することに賛成の

方は挙手願います。 

 

     （挙手全員） 

 

議 長  ありがとうございます。賛成全員により同意することと決しました。 

     次に、報告第１号及び第２号について、事務局から説明願います。 

 

事務局  はい。議案書の１４ページをお願いいたします。報告第１号、農地法第３条の

３第１項の規定による届出についてです。４月２６日から５月２５日までに受付

した案件で、相続による権利取得です。斡旋等の希望はないとのことです。 

１５ページをお願いいたします。報告第２号、地目変更登記申請に係る登記官

からの照会報告についてです。案件は１件で、現地調査につきましては、５月７

日に実施いたしました。現地調査の結果、いずれも農地への復元が困難な状況で

あると判断し、「非農地」で回答したものでございます。 

報告事項については以上でございます。 

 

議 長  ありがとうございます。事務局の説明が終わりました。ご質問やご意見等ござ

いますでしょうか。 
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（発言する者なし） 

 

議 長  無ければ、以上で、本定例総会に提出された案件はすべて終了しました。これ

をもって、閉会といたします。ご苦労様でした。 

 

 

    令和３年６月７日 


